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社会福祉法人 幸楽 

 

 

ケアハウス幸楽 重要事項説明書 

 

 

１．施設経営法人 

(1)法人名     社会福祉法人 幸楽 

(2)法人所在地   愛媛県東温市見奈良１１５３番地 

(3)電話番号    ０８９―９５５―１２３１ 

(4)代表者氏名   理事長 宮内 圭三 

(5)設立年月日   平成１６年 ８月 ６日 

 

 

２．ご利用施設 

(1)施設の種類   ケアハウス 

(2)施設の名称   ケアハウス 幸楽 

(3)施設の所在地  愛媛県東温市見奈良１１５３番地 

(4)電話番号    ０８９―９５５―１２３１ 

(5)施設長氏名   川久保 清和 

(6)開設年月日   平成１７年 ７月 １日 

(7)入所定員    ５０人 

(8)当施設の目的と運営方針 

  目的 

  老人福祉法の理念に基づき入居者の生活の安定及び生活の充実を図ることを目的と致します。 

 

  運営方針 

  １． 施設は、入居者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立ってサービスの提供を 

    行うように努めるものと致します。 

  ２． 施設は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、社会福祉事業に関する熱意及び 

    能力を有する職員による適切なサービスの提供に努めるとともに、市町、老人の福祉を増進 

    することを目的とする事業を行う者、その他の保健医療福祉サービスを提供する者との連携 

    に努めるものと致します。 

  ３． 安定かつ継続的な事業運営に努めます。 

 

 

３．居室の概要 

(1) 居室等の概要 

  当施設では以下の居室・設備をご用意しています。入居される居室は、１人部屋です。ご夫婦で

の入居をご希望される場合は、その旨お申し出下さい（但し、ご契約者の心身の状況や居室の空き

状況によりご希望に沿えない場合もあります）。 
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居室・設備の種類 室 数 備  考 

個室（１人部屋） ５０室 
トイレ・洗面台・ミニキッチン・押入れ 

洗濯機置場 

食  堂 １室 ７Ｆ 

談話室、娯楽室 ５室 ２Ｆ～６Ｆに完備 

相 談 室 １室 １Ｆ 

浴  室 １室 １Ｆ 

☆居室の変更：ご契約者から居室の変更希望の申し出があった場合は、居室の空き状況等を勘案し

て施設がその可否を判断します。また、ご契約者の心身の状況により、ご契約者、ご家族と協議

の上、居室を変更する場合があります。 

 

 

４．職員の配置状況 

 当施設では、ご契約者に対して日常生活支援サービスを提供する職員として、厚生労働省令「軽費老人

ホームの設備及び運営に関する基準」に則って、以下の職員を配置しています。 

 

 <主な職員の配置状況> 

職 種 常 勤 非常勤 常勤換算 備 考 

１．施設長 １    

２．生活相談員 １    

３．介護職員2名以上 ２ １   

４．栄養士 １    

５．宿直員  （２）   専従者 

  調理員は、業務委託 

   

 

 <主な職員の業務時間> 

職  種 基本業務時間 相談受付時間 備  考 

１．施設長 7：30 ～ 16：30 8：30 ～ 16：30  

２．生活相談員 7：30 ～ 16：30 8：30 ～ 16：30  

３．介護職員 7：00 ～ 19：30   

４．栄養士 8：30 ～ 17：30   

５．宿直員 19：00 ～ 7：30  専従者 
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５．当施設が提供するサービス 

(1)相談・助言等 

 ・ 当施設は、ご契約者の入所時には、ご契約者の従来の生活の状況、家庭の状況、心身の健康状

態等について把握し、入所後は、ご契約者の各種の生活相談に応ずると共に適切な助言に努めま

す。 

 ・ 当施設は、常に、市町及び在宅福祉サービス事業所等と十分な連携を図り、必要に応じて、そ

の有効な利用について照会、手続き等の援助に努めます。 

(2)食事 

 ・ 当施設では、栄養士による献立により、食事を１日３回提供します。 

 ・ 食事内容は、栄養並びに健康状態等を考慮した季節感あふれる食事等の提供に努めます。 

(3)入浴 

 ・ 当施設では、毎日、午後２時３０より入浴の機会を提供します。但し、男性入浴時間と女性入

浴時間にわかれています。 

(4)日常生活支援 

 ・ ご契約者の心身の状況やご希望を勘案した日常生活支援を行います。 

(5)ご家族との交流の支援 

 ・ ご家族には、いつでも当施設にてご契約者と面談していただけます。 

 ・ ご家族は当施設の承諾を得て、当施設内に宿泊することができます。 

(6)趣味活動等の協力 

 ・ ご契約者が自主的に趣味、教養娯楽、交流行事等を行う場合は、必要に応じて協力します。 

(7)緊急時の対応 

 ・ ご契約者の急病若しくは災害時等の緊急避難を要する事態に対応できるよう、職員体制の整備

と関係機関との連携に努めます。 

 ・ 当施設内に設置してある非常通報装置や全館一斉放送の活用により、緊急時の連絡が速やかに

行われるよう努めます。 

(8)夜間の管理体制 

 ・ 宿直員による見回りを行います。 

(9)健康管理 

 ・ 当施設では、ご契約者に定期的に健康診断を受ける機会を提供し、その記録の保存、健康の保

持、疾病の予防に努めます。 

 ・ 介護職員による健康チェックを定期的に行います。 

(10)在宅サービスの利用 

 ・ ご契約者が日常生活上の援助及び介護を必要とする状態になった場合は、在宅サービスを利用

できるよう迅速な対応に努めます。 

 ・ 疾病等により要介護状態になった場合は、介護施設や医療機関並びにご家族との調整等の所要

の対応を図ります。 

 

 

６．サービス提供に当たって当施設が負う義務 

 当施設では、ご契約者に対してサービスを提供するにあたり、次の事を守ります。 

(1) ご契約者の生命、身体、財産の安全確保に配慮します。 
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(2) 非常災害に関する具体的計画を策定するとともに、定期的に避難及び救出その他必要な訓練を

行います。 

(3) ご契約者へのサービス提供時に、ご契約者の病状の急変等が生じた場合には、速やかに医療機関

へ連絡を行う等必要な処置を講じます。 

 

 

７．利用料金について 

(1) 利用料は、ご契約者の前年の収入に応じて変動するため、別に定める「ケアハウス幸楽月額利用

料金」に基づきます。 

(2) 利用料は、年度毎に行政による見直しが行われるため、ご契約者の前年の収入が証明出来る書類

（源泉徴収票、年金改定通知等）等を提出していただきます。 

(3) 当施設が提供するサービスの内、クラブ活動の参加費用等に着いては、ご契約者負担となります。 

 (4) 利用料は、毎年４月１日を基準日とし、年度の途中で愛媛県より利用料の変更がなされた場合は、

その指導に従って徴収する場合があります。 

 

 

８．当施設利用に関する留意事項 

 当施設のご利用にあたっては、他の入居者の快適性、安全性を確保するため、下記の事項をお守りくだ

さい。 

(1) 当施設の職員や他の入居者に対し、宗教活動、政治活動、営利活動を行う事は出来ません。 

(2) 施設の喫煙スペース以外での喫煙はご遠慮ください。 

(3) 火気厳禁。  

 

 

９．個人情報保護について 

(1) 当施設では、平成15年法57「個人情報の保護に関する法律」及び当法人が別に定める「個人情報

保護に関する基本規則」に基づき、ご契約者及びそのご家族に関する個人情報を適切に取扱います。 

(2) 下記の場合には、必要最小限度の範囲で、ご契約者及びそのご家族に関する個人情報を活用し、

また、状況に応じて第三者に情報提供する場合があります。個人情報を活用または第三者に提供す

る場合には、緊急の医療上の必要性がある場合を除き、定める書式によって、ご契約者及びそのご

家族の同意をいただきます。 

 ・ ご契約者に対する介護福祉サービスの提供を行うために必要な場合。 

 ・ ご契約者のために行う管理運営業務（入退所管理、会計、事故報告、介護、医療サービス等）

を行うために必要な場合。 

 ・ 介護保険等に関する事務を行うにあたって、審査機関、保険者及び市町に対して必要な個人情

報を提供する場合。 

 ・ ご契約者が医療機関を利用するにあたり、医師等に介護記録やケアプランを提供する場合。 

 ・ 他の介護事業者及び医療機関との連携（サービス担当者会議等）、連絡調整のために必要な介

護記録やケアプランを提供する場合。 

 ・ 損害賠償保険等の請求のために保険会社等に相談する場合、または必要機関に届出る場合 

 ・ 外部監査機関及び情報の公開機関から求められた場合。 
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10.苦情の受付について 

(1) 当施設における苦情の受付 

  当施設における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

 ・ 苦情受付窓口  職名  生活相談員  担当者名  小椋 美鈴   

  

(2) 当施設における苦情の受付体制 

ア 苦情解決責任者    川久保 清和 

イ 苦情受付担当者    小椋美鈴 

ウ 苦情受付第三者委員  民生児童委員  佐伯和子 

                民生児童委員  高原 幸 

 

 

11.契約の終了について 

(1) 当施設との契約では契約が終了する期日は特に定めていません。従って、以下のような事由がな

い限り、継続して当施設をご利用いただけますが、仮に下記の事項に該当するに至った場合には、

当施設との契約は終了し、ご契約者に退所していただくことになります。 

ア ご契約者の心身の状況から、当施設での生活が困難となった場合。 

イ 施設の滅失や重大な毀損
き そ ん

により、ご契約者の当施設での生活が不可能となった場合。 

ウ ご契約者が退所を申し出、又は契約を解除する場合。 

エ 当施設が契約を解除する場合。 

(2) 契約期間中であっても、ご契約者から退所を申し出ることができます。その場合には、退所を希

望する日の30日前までに退去届出書をご提出下さい。 

 

 

12.居室の明渡しについて 

(1) ご契約者の所有物は、全て引き取っていただきます。 

(2) 所有物の引き取り完了日を明渡しの日とします。 

 

 

13.その他 

 この重要事項説明書は、契約書等の内容から重要と思われる部分を抜粋したものです。詳細については、

契約書をご熟読下さい。 

  



 6

 令和  年  月  日  

 

 「ケアハウス幸楽」のサービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。 

 

 

       ケアハウス幸楽 

       説明者  職名  生活相談員   氏名   小椋 美鈴      印 

 

 

 私は、施設から本書面による重要事項の説明を受け、ケアハウス幸楽のサービスの 提供開始に同意し

ました。 

 

  

 

 入居者 住所                     

 

 

 

  氏名                   印 

 

 

 

 

 身元保証人 

         代理人  住所                     

 

 

 

  氏名                   印 

 

 

 


